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はじめに 

 

 

我が国の自殺死亡者数は、平成１９年以降減少していましたが、依然として毎年２万人を超え

る水準で推移しており、さらに令和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要

因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、自殺者数は増加に転じています。 

また、宮崎県の自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）は、全国平均を上回っており、

令和４年は都道府県別で比較すると、全国で３番目（九州では１番目）に高い状況です。 

自殺は、個人的な問題としてのみ捉えるべきでなく、その背景に経済問題や健康問題、家庭問

題などさまざまな社会的要因があり、健康問題については、その約4割がうつ病に関連するとい

われています。 

うつ病は、不眠、食欲不振、倦怠感等の精神症状を主症状としますが、頭痛や肩こり、胃の不

快感といった身体症状で表れることもあり、患者の多くが専門医である精神科以外のかかりつけ

医を受診されます。かかりつけ医が心身の変調にいち早く気づき、必要な助言を行い、精神科医

療機関と連携し適切な医療の提供を行うことが有効であると考えられています。 

このため宮崎市では、かかりつけ医と精神科医の連携を強化し、うつ病等の精神疾患を疑う患

者の早期発見・早期治療を目的として、「宮崎市うつ病等医療連携システム推進事業検討会」を

開催し、連携方法についての本手引書や患者様説明シート、診療情報提供書を作成しています。 

既に同様の連携事業を開始している自治体では、精神科専門医への適切な紹介により、患者の

精神症状に改善があったと報告があり、ひいては自殺対策につながるものと思われます。 

　なお、事業の開始当初は、うつ病患者のみを早期に治療につなげることを目的にしていました 

が、うつ病だけでなく、他の精神疾患が疑われ、精神科への紹介を優先すべきケースについても

本システムを活用する提案があり、「うつ病等」という名称としています。 

宮崎市において、「うつ病等医療連携システム」が稼動し、かかりつけ医と精神科医のネット

ワークが形成され、市民の皆様の精神科医療機関への理解が深まり、うつ病をはじめとする精神

疾患の治療体制が強化されますことを期待しております。 

 

 

 

令和6年４月 

宮崎市保健所長 
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１　目的 

　　このシステムは、かかりつけ医と精神科医の連携方法を明確にし、うつ病等の精神疾患を疑

う患者の早期発見・早期治療につなげることを目的とする。 

 

2　かかりつけ医と精神科医の役割分担 

（１）かかりつけ医は、うつ病等の精神疾患を疑う患者の早期発見・早期治療に結びつけるため、

重症度に応じてタイムリーに精神科を紹介する。なお、身体疾患の治療を継続しつつ、かかり

つけ医で治療可能なうつ病であれば、精神科医のアドバイスを受けながら抗うつ剤等による治

療を実施する。 

（２）精神科医は、かかりつけ医から紹介された患者を診断し、かかりつけ医で治療可能なうつ病

であれば、かかりつけ医に適宜アドバイスを行う。かかりつけ医で治療困難なうつ病であれば、

精神科での治療を継続し、治療状況等をかかりつけ医に適宜報告する。 

 

３　かかりつけ医から精神科医への紹介基準 

　下記 10 項目に該当する患者については精神科へ優先的に紹介を検討。うつ病を疑う患者につい

ては、中等度以上や重症のうつ病、2 か月後も改善がみられない場合や悪化する場合は、精神科

医への紹介が望ましい。なお、うつ病の重症度について判断に苦慮する場合や、うつ病の尺度が

必要な場合はスクリーニングを実施しても良い。 

（１）精神科への紹介を優先的に考えた方がよい場合 

①自殺念慮が高度な患者 

　　　　　②不安・焦燥が著しい患者 

　　　　　③幻覚・妄想、気分変調（混合状態）を伴う患者 

　　　　　④他の精神障害（パーソナリティ障害、不安障害、強迫障害等）を伴っている患者 

　　　　　⑤アルコール依存症や薬物乱用を伴う患者 

　　⑥過去に著しい躁状態の既往のある患者 

　　　　　⑦診断に苦慮する患者（例えば認知症との鑑別が難しい等） 

　　　　　⑧ＳＳＲＩ、ＳＮＲＩを投与しても症状が改善しない患者 

　　　　　⑨妊娠中のうつ病や産後うつ病など薬物療法に特別な配慮が必要な患者 

　　　　　⑩軽症だが、長期にうつ状態が続いている患者 

（２）うつ病を疑う方（スクリーニング対象） 

　　①不眠が２週間以上継続している患者 

　　②身体症状（食欲不振・倦怠感・頭痛・腰痛等）があり、かつ不眠が続いている患者 

（３）必要に応じてうつ病スクリーニングの実施  

　　　実施前には患者に「ストレスがたまっている可能性がありますので、その様子を確認してみま

しょう」など、スクリーニングの必要性を説明する 
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－日本版 SDS の活用について－（参考資料 P５） 

　　　①５０点以上の場合は、精神科医に紹介。 

　　　　②５０点未満の場合で、かつ、うつ病が疑われる場合、抗うつ剤の治療を２か月継続し、 

症状の改善がみられない場合や、増悪がみられる場合には精神科医に紹介。 

 

 

 

４　精神科紹介時の患者への説明事項 

　患者に精神科受診をすすめるときは、患者の気持ちを和らげながら、必要な受診や支援につなが

るよう配慮する。　 

（１）精神科受診をすすめる際のポイント　　　　　　 

①「心の不調があるかもしれないので、専門家に診てもらいましょう」など、精神科を受診す　　　　　　　　 

　る必要があること。　　　　　　　　　　　　　※精神科医療機関一覧は、参考資料P〇 

②心の病気は誰もがかかる可能性があること。 

③うつ病であれば、薬での治療が有効であること。 

④精神科を受診した後も身体疾患については引き続き一般診療科で治療可能であり、うつ病の

治療についても安定したら一般診療科でも対応可能であること。 

　（２）精神科受診に抵抗がある場合 

　　　①患者が精神科への受診に抵抗がある場合は、本人の同意を得たうえで家族に受診の必要性を

説明し、協力を得る。 

　　　②必要に応じて、相談機関（保健所・保健センター、地域包括支援センター、県精神保健福祉

センター等）を紹介する。　　　　　　　　　　 

※相談機関一覧は、「こころの電話帳-宮崎市版-」を参照。（参考資料P８～１１） 

 

５　紹介の方法 

　（１）かかりつけ医は、紹介先精神科医療機関に電話し、診療情報提供書を作成。 

　　　　①受診主訴・症状経過・検査結果・治療経過（投薬内容等） 

　　　　②症状 

　　　　③生活状況（ストレスの状況） 

　　　　④その他（既往歴、家族歴等） 

　（２）精神科医療機関は、電話で得た状況から受診の必要性や緊急度を判断し、受診予約を入れる。 

　（３）かかりつけ医は、患者に精神科医療機関への受診日を伝える。 

　※【診療情報提供料】２５０点、【精神科医連携加算】２００点（但し、紹介した1月間以内） 

　又は【こころの連携指導料（Ⅰ）】３５０点（令和４年度新設） 

 

・SDS は診療報酬の請求ができる。（D285 認知機能検査その他の心理検査　80 点） 

・版権があるので、使用するためには検査表を購入する必要がある。
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６　精神科医からかかりつけ医への診療情報提供について 

　　診療した精神科医は、初回診察終了後、診察の状況をかかりつけ医に報告する。 

かかりつけ医に継続して通院している場合は、病状の変化などに応じて、治療経過を報告し、連

携をとることを心がける。 

　（１）精神科医からかかりつけ医への診療情報提供（返信） 

①診断名　 

　　　　②症状 

　　　　③治療計画及び処方内容 

　　　　④その他 

（２）かかりつけ医への逆紹介 

うつ病は、治りやすい反面、再発・繰り返しも多いので、長期にわたる治療継続が望ましい。

ある程度、精神科の専門治療が終結し、かかりつけ医での対応が可能となった場合は、かかり

つけ医と十分に協議のうえ、処方を含めて、外来継続治療でお願いすることを検討する。逆紹

介をした後は、年に 1 回でも精神科医の診察を受けてもらい、かかりつけ医に病状や処方のア

ドバイスをする等、互いに診療の確認を行う。 

※【連携強化診療情報提供料】１５０点 

又は【こころの連携指導料（Ⅱ）】５００点（令和４年度新設） 

　（３）保健所への報告等 

かかりつけ医と精神科医の連携状況を把握し、より効果的な事業の検討を行うために保健所が

調査やアンケートを行う場合があります。その際は、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療情報提供書の様式は問わない 
※「うつ病等連携 診療情報提供書（様式１）」（参考資料 P１２）を使用する場合のデー

タについては、宮崎市ホームページからダウンロードが可能 
・診療報酬及び加算については、参考資料 P１３～１８に掲載 
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７　かかりつけ医と精神科医の連携図 

 

【かかりつけ医と精神科医の連携図】 

 

 

 

不眠の継続（2週間以上） 身体症状　　　　 　自殺念慮　 

その他（幻覚・妄想、躁状態、産後うつ等）　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〔うつ病スクリーニング〕 

　　　例　日本版SDS 

　　　　　　（50点未満）　　　　（50点以上） 

　　　　　抗うつ剤を2ヶ月継続、 

　　　　　改善なし、または増悪 

 

≪ か か り つ け 医 ≫

　　　　 

　

報

告

・

連

携

≪ 精 神 科 病 院 ・ 精 神 科 診 療 所 ≫



（研究利用、診断やスクリーニングなどの臨床利用など個人の範囲を超えて第三者に使用する場合）

－５－



◆宮崎市内　精神科標榜のある病院一覧

※外来・入院（精神科病床）がある医療機関

病　　院　　名 電話番号 郵便番号 住　　　　所 地　区 備　　　考

1   井上病院 39-5396 880-0123 宮崎市大字芳士80番地 住吉

2 　古賀総合病院 39-8888 880-0041 宮崎市池内町数太木1749番地1 大宮

3 　髙宮病院 24-5678 880-0841 宮崎市吉村町大町甲1931番地 檍

4 　若草病院 28-2801 880-0804 宮崎市宮田町7番37号 中央東

5
　県立宮崎病院　
（精神医療センター）

24-4181 880-8510 宮崎市北高松町5番30号 小戸

6 　宮崎若久病院 51-1548 880-0945 宮崎市福島町寺山3147番地 大淀

7 　宮崎東病院 56-2311 880-0911 宮崎市大字田吉4374番地1 児童精神科

8 　野崎病院 51-3111 880-0916 宮崎市大字恒久5567番地

9 　ピア・ささき病院 73-1811 880-0211 宮崎市佐土原町下田島21230番地 佐土原

10
　宮崎大学医学部附属病院
　（精神科）

85-1510 889-1692 宮崎市清武町木原5200番地 清武

（令和5年3月　宮崎市保健所健康支援課）

赤江

－６－



◆宮崎市内　精神科標榜のある一般診療所一覧 

※外来がある医療機関

診　療　所　名 電話番号 郵便番号 住　　　　　所 地　区 精神科 心療内科

1 　どんぐりこども診療所 62-0999 880-0835 宮崎市阿波岐原町竹割2034番地1 　　　　 ○（小児）

2 　あいクリニック 25-0085 880-0879 宮崎市宮崎駅東1丁目6番地7 ○ ○

3 　ウエダメンタルクリニック 88-1144 880-0841 宮崎市吉村町南田甲1086－1 〇 〇

4 　中村クリニック 32-7830 880-0806
宮崎市広島1丁目17番21号　
ポレスターアーバンシティ広島1F

○ ○

5 　のぞみメンタルクリニック 23-5775 880-0805
宮崎市橘通東2丁目1番1号　
SKビル201号室

○ ○

6 　みよしクリニック 35-1100 880-0001 宮崎市橘通西1丁目5番3号 ○ ○

7 　タヅメクリニック 62-2233 880-0865 宮崎市松山2丁目23番2号 ○ ○

8 　大空クリニック 080-1747-1616 880-0865 宮崎市松山2丁目2番6号 ○

9 　いわきりこころのクリニック 64-9910 880-0007 宮崎市原町5番12号 ○

10 　近間クリニック 24-6662 880-0031 宮崎市船塚1丁目2番地 ○

11 　まつうら心の診療所 77-6222 880-0032 宮崎市霧島2丁目130番地　2階 ○ ○

12 　龍水クリニック 86-8006 880-0941 宮崎市北川内町乱橋3628番地3 ○ ○

13 　こごうメンタルクリニック 55-1777 880-0905 宮崎市中村西3丁目2番33号 ○ ○

14 　早稲田クリニック 53-3030 880-0933 宮崎市大坪町西六月2197番地1 ○ ○

15 　こころとからだ診療所 53-2335 880-0904 宮崎市中村東１丁目７番１号 ○

16 　さくらクリニック 30-1003 880-0211 宮崎市佐土原町下田島字天神7851番地4 佐土原 ○ ○

17 　福永内科神経科医院 85-6006 889-1605 宮崎市清武町加納1丁目29番地2 ○ ○

18   よつば加納クリニック 71‐3478 889—1605 宮崎市清武町加納字西迫乙341番地1 ○ ○

19 　あけぼの診療所 74-5600 889-1703 宮崎市田野町あけぼの2丁目5番地1 田　野 ○

（令和5年3月　宮崎市保健所健康支援課）

檍

中央東

中央西

大　淀

清　武

－７－ 



宮崎市保健所  地域保健課

　　※中央保健センター ０９８５－２９－５２８１ 中央東・中央西・小戸・大宮・東大宮・檍　地区

　　※総合福祉保健センター（江南） ０９８５－５２－１５０６ 大淀・大塚・大塚台・生目台・赤江　地区

　　※佐土原保健センター ０９８５－７３－１１１５ 住吉・佐土原　地区

　　※田野保健センター ０９８５－８６－０１１７ 田野　地区

　　※高岡福祉保健センター「穆園館」 ０９８５－８２－５２９４ 小松台・生目・北・高岡　地区

　　※清武保健センター ０９８５－８５－１１４４ 本郷・木花・青島・清武　地区

宮崎市保健所　健康支援課 ０９８５－２９－５２８６ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎県精神保健福祉センター ０９８５－２７－５６６３ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

こころの電話 ０９８５－３２－５５６６ 月～金*　　９：００～１９：００　

NPO法人宮崎自殺防止センター ０９８５－７７－９０９０ 日・月・水・金　　２０：００～２３：００ 　　　（年中無休）

NPO法人東京自殺防止センター ０３－５２８６－９０９０
月　　２２：３０～翌２：３０　　　火　　１７：００～翌２：３０　
水・木・金・土・日　　２０：００～翌２：３０　（年中無休）

宮崎いのちの電話
０５７０－７８３－５５６
０９８５－８９－４３４３

月・水・金　　　　２１：００～翌４：００　（年中無休）　　　　　　　　　　　　
日・火・木・土　 １８：００～翌４：００　  　　   　

自殺予防いのちの電話 ０１２０－７８３－５５６
毎日　　　　　１６：００～２１：００ 　　　（年中無休） 
毎月１０日　　８：００～翌８：００　　　　　　　　

大分いのちの電話 ０９７－５３６－４３４３ 年中無休　２４時間対応

熊本いのちの電話 ０９６－３５３－４３４３ 年中無休　２４時間対応

鹿児島いのちの電話 ０９９－２５０－７０００ 年中無休　２４時間対応

宮崎市消費生活センター ０９８５－２１－１７５５
月～金*　　８：３０～１７：００　
※電話相談は９：００～１２：００、１３：００～１６：００

宮崎県消費生活センター ０９８５－２５－０９９９
月～土*　　９：００～１７：００　（受付１６：３０まで）
※来所相談は予約制、土曜日は電話相談のみ

宮崎県消費者金融相談所 ０９８５－２６－７１００ 月～金*　　１０：００～１７：００　

法テラス宮崎
（日本司法支援センター宮崎地方事務所）

０５７０－０７８３６７ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎県弁護士会 ０９８５－２２－２４６６
水曜日　　１３：３０～１６：３０　
※全般的な法律相談も実施

宮崎県司法書士会 ０１２０－９６－９６５７ 月～金*　　９：００～１２：００、１３：００～１６：００　

宮崎財務事務所　多重債務相談窓口 ０９８５－４２－７５２４ 月～金*　　９：００～１２：００、１３：００～１７：００　

宮崎公共職業安定所（ハローワーク宮崎） ０９８５－２３－２２４５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

・一般相談窓口　　　　　　 月～金*　　９：３０～１８：００　

　　　　　　　　　　　　　　　 　土*　　　　１０：００～１７：００　

・新卒応援ハローワーク　月～金*　　９：３０～１８：００　

・マザーズコーナー　　　　月～金*　　９：３０～１７：００　

・宮崎わかもの支援コーナー 月～金*　　９：３０～１８：００

みやざき若者サポートステーション/
サポステ・プラス

０９８５－２５－４３４５
月～金*　　９：００～１６：００　
※就労を目指す15歳～49歳までの求職者を対象

みやざき障害者就業・生活支援センター ０９８５－６３－１３３７ 月～土*　　１０：００～１７：１５　

【相談日や時間等については、変更する場合もありますので、詳細は各機関にお問い合わせください】

※お住まいの地区の担当保健センターにご相談ください。
　 月～金*　　８：３０～１７：１５　

ハローワークプラザ宮崎 　　０９８５－６２－４１４１

宮崎わかもの応援ハローワーク
宮崎駅前コーナー

　　０９８５－６１－６２０１ 月～土*　　９：１５～１８：００　

１．こころの健康
についての相談

２．自殺について
の相談

３．多重債務(借
金問題)、契約トラ
ブル等について
の相談

４．就労について
の相談

ひとりで悩まないで！だれかに話してみませんか

こころの電話帳－宮崎市版ー

*祝日、年末年始を除く

最新のこころの電話帳は、
市のホームページに随時
掲載しています
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５．働く人の健康
管理の相談

宮崎産業保健総合支援センター ０９８５－６２－２５１１ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市　産業政策課 ０９８５－２１－１７９２ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎県商工政策課経営金融支援室 ０９８５－２６－７０９７ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

不妊専門相談センター　ウイング　
（不妊症・不育症に関する相談）

０９８５－２２－１０１８ 月～金*　　９：３０～１５：３０　

女性専門相談センター　スマイル
（女性の心身に関する相談）

０９８５－２８－２６６８ 月～金*　　９：３０～１５：３０　

あいのて宮崎
～にんしん・女性の健康SOS～
（思いがけない妊娠や女性の性・健康の相談）

０８０－８５５３－１０１０

火・木　　　１７：００～２０：００　（受付１９：３０まで）
第2・4土　　１４：００～１７：００　（受付１６：３０まで）
※年末年始は休み、祝日可
E-mail：ainote1010@docomo.ne.jp

宮崎市役所　女性相談室 ０９８５－２１－１７７９ 月～金*　　９：００～１７：１５　

宮崎県女性相談所
（配偶者暴力相談支援センター）

０９８５－２２－３８５８
月～金*　　９：００～２０：３０　
土・日*　　 ９：００～１５：００　

性犯罪相談ダイヤル
（性被害に関する相談）

０９８５－３１－８７４０
短縮ダイヤル（＃８１０３）

年中無休　２４時間対応

女性の人権ホットライン(宮崎地方法務局） ０５７０－０７０－８１０
月～金*　　８：３０～１７：１５　
※時間外は留守番電話対応

えむコール
（DV、デートDV、性暴力等に関する相談）

０９８５－８９－５２４３ 日・月　　　１０：００～１７：００　（年末年始を除く）

９．ｴｲｽﾞ・性感染
症に関する相談

エイズ・性感染症相談
（宮崎市保健所）

０９８５－２３－７３３３ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

（公社）みやざき被害者支援センター ０９８５－３８－７８３０ 月～金*　　１０：００～１６：００　

性暴力被害者支援センター
さぽーとねっと宮崎

０９８５－３８－８３００
月～金*　　９：００～１７：００
※時間外は国の夜間コールセンターが対応　

悪質金融相談 ０９８５－２２－５０５０

悪質商法１１０番 ０９８５－２２－８０８０

暴力団関係相談電話（警察本部） ０９８５－２７－７１１０ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎県警察本部ヤングテレホン　　 ０９８５－２３－７８６７ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎北警察署ヤングテレホン　 ０９８５－２８－７８７４ 年中無休　２４時間対応

宮崎南警察署ヤングテレホン ０９８５－５１－７３７３ 年中無休　２４時間対応

高岡警察署ヤングテレホン ０９８５－８２－３７４９ 年中無休　２４時間対応

宮崎市役所　子ども家庭支援課 ０９８５－２１－１７６６ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市ヤングケアラー相談電話
（愛称：カモミル）

０９８５－４０－２２３１
月～金*　　８：３０～１７：１５　
※時間外は録音対応となります。

こども家庭支援センターつぼみ ０９８５－７８－３７３７
年中無休　８：００～２１：００　
※来所・訪問相談は要予約

児童相談所相談専用ダイヤル ０５７０－７８３－１８９ 年中無休　２４時間対応

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９ (無料） 年中無休　２４時間対応

６．中小企業に対
する金融相談

７．女性の心身に
関する相談

８．離婚、DV、女
性被害等につい
ての相談

警察安全総合相談窓口
０９８５－２６－９１１０
短縮ダイヤル(♯９１１０）

月～金*　　８：３０～１７：１５　

月～金*　　９：００～１５：４５　

１１．少年の非
行・いじめ等に関
する相談

１２．子どものこと
(子育て、虐待な
ど)に関する相談

１０．生活安全や
犯罪被害に関す
る相談

*祝日、年末年始を除く
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１３．発達障がい
に関する相談

宮崎県中央発達障害者支援センター ０９８５－８５－７６６０ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎市教育相談センター
（市立小中学校が対象）

０９８５－２３－１０５３
月～金＊　　９：００～１６：００
※来所・訪問相談は要予約

なやむなテレホン ０９８５－２２－７８６７
月～金＊　　８：３０～１６：３０　（水のみ８：３０～２０：００）　
E-mail:45seisyou@city.miyazaki.miyazaki.jp

24時間子供SOSダイヤル ０１２０－０－７８３１０（無料） 年中無休　２４時間対応

宮崎県子ども・若者総合相談セン
ター 「わかば」

０９８５－４１－７８３０
（18歳以下無料　
０１２０－７３０－１３０）

月・火・水・金・土*　　１０：００～１７：００　

不登校・引きこもりのこどもを持つ親
の会　コスモス会

０９０－８６６１－７１１４
E-mail:cosmoskai_miyazaki@yahoo.co.jp
※上記にメールください

宮崎県ひきこもり地域支援センター
０９８５－２７－８１３３
０９８５－４４－２４１１

月～金*　　８：３０～１７：１５

宮崎市自立相談支援センター
「これから」
（ひきこもりに関する相談）

０９８５－４２－９２３９ 月～金*　　９：００～１７：００　

子どもの人権１１０番
（宮崎地方法務局）

　０１２０－００７－１１０（無料）
月～金*　　８：３０～１７：１５　
※時間外は留守番電話対応

子どもの権利ホットライン
(宮崎県弁護士会)

０９８５－２３－６１１２ 毎月第１・３月*　　１６：００～１７：３０　

チャイルドライン
（１８歳までの子どもの専用電話）

０１２０－９９－７７７７（無料） 毎日（年末年始を除く）　　１６：００～２１：００　

24時間子供SOSダイヤル ０１２０－０－７８３１０（無料） 年中無休　２４時間対応

１８．大切なお子
様を亡くされた方
の相談窓口

宮崎天使ママの会
（流産・死産・新生児死で赤ちゃんを
亡くされた方の相談）

０９０－８９１３－４３７４
受付時間の決まりはありません
E-mail：tensimama_miyazaki@yahoo.co.jp

１９．ひとり親世
帯の相談

宮崎市　子育て支援課 ０９８５－２１－１７６５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市 社会福祉第一課・第二課
（生活保護についての相談）

０９８５－２１－１７７５ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市自立相談支援センター
「これから」
（生活再建についての相談）

０９８５－４２－９２３９ 月～金*　　９：００～１７：００　

宮崎市　地域包括ケア推進課 ０９８５－２１－１７７３ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市　介護保険課 ０９８５－２１－１７７７ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

地域包括支援センター　　※担当包括支援センターにつきましては、地域包括ケア推進課にお尋ねください（65歳以上が対象）。

宮崎市社会福祉協議会 ０９８５－５２－５１３１

宮崎市社会福祉協議会　佐土原支所 ０９８５－３６－２０２０

宮崎市社会福祉協議会　田野支所　 ０９８５－８６－２０１７

宮崎市社会福祉協議会　高岡支所　 ０９８５－８２－４７２１

宮崎市社会福祉協議会　清武支所 ０９８５－５５－６２０７

２３．人権に関す
る相談

宮崎地方法務局 ０５７０－００３－１１０ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市　障がい福祉課
（障がい福祉に関する相談）

０９８５－２１－１７７２ 月～金*　　８：３０～１７：１５　

宮崎市障がい者総合サポートセンター
０９８５－６３－２６８８
（FAX：５３－５５４０）

月～金*　　８：３０～１７：１５　

１４．学校生活や
学校教育などに
関する相談

１５．ひきこもり、
不登校などに関
する相談

１６．子どもの人
権についての相
談

１７．子ども専用
相談

２０．生活保護、
生活再建に関す
る相談

２１．高齢者のこ
と(介護や虐待な
ど)に関する相談

２２．福祉に関す
る相談

月～金*　　８：３０～１７：１５

２４．障がい者の
生活に関する相
談

*祝日、年末年始を除く
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宮崎県男女共同参画センター　相談室
(性別にかかわりなく自分らしく生きるた
めの様々な悩みについての相談)

０９８５－６０－１８２２

・電話相談　月～金*  ９：００～１７：００
　　　　　　　　土*　　　    ９：００～１６：３０　
・面接相談　　※予約制　　月～土　　
・法律相談　　※予約制　　毎月第3火　午後　 　
・こころ相談   ※予約制　　毎月第2火　午後
・からだ相談　※予約制　　年3回

宮崎市男女共同参画センター
①「パレット」相談室
(配偶者などからの暴力を含む、男女共
同参画に関する様々な相談)
※男性からの相談も受付けています。

０９８５－２５－２０５７

・電話相談　月・水・木・金・土・日*　　９：００～１７：００　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受付１６：３０まで)
・面接相談　月・水・木・金・土・日*　　９：００～１７：００
・法律相談　毎月第３水　　　　１４：００～１６：３０　
 ※面接相談・法律相談は予約制
・メール相談　「パレット」ホームページから随時受付
https://pal-let.jp/palette_soudan/

②性的少数者専用相談窓口
（自分自身のこと、学校・職場でのトラブ
ルなど）

０９８５－２２－００２２
・電話相談　毎月第３日　　　　９：００～１２：００　
・メール相談　「パレット」ホームページから随時受付
https://pal-let.jp/lgbt-soudan/

こころナビゲーション
(職場・家族・人間関係・将来のことなど)

０９８５－２４－９１３８ 第２・４木　　１９：００～、２０：００～　※予約制

一般社団法人　宮崎県労働者福祉団体中央会

ライフサポートセンター宮崎　
０１２０―３９７－８６４ ・電話相談　月～金*　１０：００～１６：００　

地域生活支援センターすみよし ０９８５－３０－２５２４ 月～金　第２・第４土*　　８：３０～１７：１５　

江南よしみ地域生活支援センター ０９８５－６４－１０３３ 月～土*　　８：３０～１７：３０　

NPO法人ハートム ０９８５－８８－１１０３
月～金*　　１０：００～１７：００　
※専用ダイヤルではなく業務で使用する電話であるため対応(時
間等)が制限される場合があります。

NPO法人宮崎自殺防止センター
（自死遺族の集いの相談）

０９８５－２７－５６６３ 月～金*　　８：３０～１７：００　

（一社）宮崎県断酒友の会　宮崎支部
（アルコール依存についての相談）

０９０－５０２６－６６０３ ９：００～２１：００

ＡＡ（アルコール依存についての相談）
ＡＡ九州・沖縄セントラルオフィス

０９９－２４８－００５７
１０：００～１６：００
（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）

宮崎ダルク（薬物依存についての相談） ０９８５－３８－５０９９ １３：００～１６：００　月～金*

宮崎県精神保健福祉センター
相談窓口や集い・学びの
場の紹介など。

http://www.seihocenter-miyazaki.com

みやざきこころ青Ｔねっと
（相談機関等検索サイト）

相談窓口や生きがいづく
りの場の案内など。

http://www.m-aot.net　

宮崎こころの保健室
10代の若者向け、こころ
の健康応援サイト。

http://miyakoro.com/

みんなのメンタルヘルス総合サイト
こころの健康や病気、支援
などに関する情報サイト。

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

チャイルドライン　１８歳までの子どものチャット相談

第1・第3水、木・金・土：16：00～21：00　'

NPO法人自殺対策支援センター　ライフリンク

月・水・金：11:00～22:30（22:00まで受付）
火・木・日：17:00～22:30（22:00まで受付）

土：11：00～16:30（16:00まで受付）　　　
NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア

LINE　・　Twitter　・　Facebook　アカウント：＠kokorohotchat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日：12:00～15:50（15:00まで受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17:00～20:50（20:00まで受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21:00～23:50（23:00まで受付）

宮崎市こころつなぐライン相談

毎日：19：00～24：00（23時半まで受付）　　　'
なお、下記期間は17：00～24：00（23時半まで受付）
令和5年8月18日～31日、令和6年1月4日～17日　'

２５．幅広い悩み
についての相談

２７．こころの健
康に関するイン
ターネット(ストレ
スチェック、メンタ
ルヘルス情報な
ど)

　　　

２６．仲間作りに
ついての相談

２８．SNS相談
(SNSで気軽に相
談することができ
ます）

令和５年7月改訂
宮崎市　健康支援課

Twitter
「よりそいチャット」

アカウント＠yorisoichat

チャット
「よりそいチャット」

LINE
「生きづらびっと」

ID検索＠yorisoi-chat

LINE Twitter Facebook チャット

*祝日、年末年始を除く
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うつ病等連携 診療情報提供書 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介元医療機関名 

　　　　　　　　　　　　　先生　御侍史　　　　　　所 在 地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　　　　　 

医 師 氏 名　　　　　　　　　　　　　　 

1.下記の患者様について、御高診の程よろしくお願いいたします。（紹介用） 

－12－

 

患 

者

氏　名 男 ・ 女
生 年 

月 日

　Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ　・　Ｒ 

　　　 　年　　　　月　　　　日（　　　　歳）

 
住　所

 

　　　　　　　　　　　　　TEL

職　業 

(勤務先)

 受診主訴・ 

経 過 及 び 

治 療 状 況

うつ病等を疑う症状： 

通院加療中の病気： 

 処方薬：

 

症　　状 

（該当するもの

にチェックをつ

けてください）

①睡眠障害　　　：　□毎日　□時々　□なし　（□入眠困難 □中途覚醒 □早朝覚醒　□浅眠） 

②食欲低下　　　：　□毎日　□時々　□なし　（体重減少：　　 　か月で　　　　㎏減少） 

③全身倦怠感　　：　□毎日　□時々　□なし 

④意欲低下　　　：　□毎日　□時々　□なし 

⑤気分の落ち込み：　□毎日　□時々　□なし 

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
その他 

既往症等

既往歴： 

家族歴：

 

生 活 状 況 

ストレス状況 

(該当するもの

にチェックをつ

けてください）

①健　康：病気（□身体的、□精神的、□ｱﾙｺｰﾙ関連問題) 

※ｱﾙｺｰﾙ（□毎日・□時々・□飲まない）　喫煙歴（　　　本/日・吸わない） 

②経　済：□生活苦(将来への不安）・□負債・□事業不振・□その他(　　　　　　　　　　　　) 

③家　庭：□不和・□孤立・□離婚・□死別・□育児ストレス・□教育問題・□介護疲れ 

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

④職　場：□過労・□離職(退職)・□異動・□職場の人間関係・□その他（ 　　　　　　　　　） 

⑤その他：□交際の問題・□学校内での問題・□その他（　 　　　　　　　　　　　　　　　　)

 ※ うつスクリーニングを実施した場合、紹介先に結果を添付してください。 

2.下記に精神科医の記入をお願いします。（返信用）

 
診察医氏名

 
診察年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

 
診 断 名

 

ＩＣＤカテゴリー 【　　　　　　　　　　　　　　　　】

 

病 状
 

 
治 療 計 画 

処 方 内 容

 

 
特 記 事 項

 

様式１
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【診療報酬】 

＜かかりつけ医⇒精神科医＞ 

《参　考》 

【診療情報提供料】２５０点 

　　　保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、

患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医

療機関ごとに患者１人につき月 1 回に限り算定する。 

【精神科医連携加算】２００点 

　　　精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ

病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、患者の同意を得て、精神科を

標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った場合は、「精神科医連携

加算」として、２００点を所定点数に加算する。 

　　　「精神科医連携加算」については、身体症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した患者

について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる身体疾患を除外した後に、

うつ病等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を認め、患者に十分な説明を行い、同意を得

て、精神科を標榜する別の保険医療機関の精神科に当該患者が受診する日（紹介した１月間

以内とし、当該受診日を診療録に記載する）について予約を行った上で、患者の紹介を行っ

た場合に算定する。　　 

 

【こころの連携指導料（Ⅰ）】350 点（月１回、初定算定から１年限度）　 

〇算定の原則 

・施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関において、入院　　　　

外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等にあり、精神疾患が増悪するおそれがある

と認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要で

あると判明されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、

精神科又は心療内科を標榜する医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提起

等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して１年を限度として、患者１人につき

月１回に限り算定する。 

〇留意事項 

　（１）精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担当

する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD　Persons ス

ケール、EPDS、PHQ-9 又は K-6 等によるスクリーニングにより、精神科又は診療内

科への紹介が必要であると認められる患者をいう。 

（２）診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮するとともに、当該患 
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　　　　者の生活上の課題等について聴取し、その要点を診療録に記載する。 

（３）当該患者に対する２回目以降の診療等においては、連携する精神科又は心療内科を担当

する医師から提供された当該患者に係る診療情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上必

要な指導に努める。当該患者に対する 2 回目以降の診療録等においては、連携する精神

科又は心療内科を担当する医師から提供された当該患者に係る診療情報等を踏まえ、適

切な心療及び療養上の必要な指導に努める。連携する精神科又は心療内科を担当する医

師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められ

た方法で情報提供を行う。 

（４）初回の診療等における他の保険医療機関への文書提供に係る診療情報提供料（Ⅰ）は別

途算定できない。 

（５）必要に応じて、当該患者同意を得た上で、当該患者に係る上布を市町村等に提供する。 

【施設基準】 

（１）精神科又は診療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。 

（２）当該診療及び療養上必要な指導を行う医師は、自殺対策当に関する適切な研修を受講し

ていること。 

①厚生労働大臣指定法人、（一社）いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者

ケア研修（精神科救急版）又は自殺未遂者ケア研修（一般救急版） 

②日本臨床救急医学会が実施する PEEC コース 

③自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業所が主催する研修 

④厚生労働大臣指定法人、（一社）いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者

ケア研修（かかりつけ医版） 
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【診療報酬】 

＜精神科医⇒かかりつけ医＞ 

 【連携強化診療情報提供料】150 点（月に１回又は３月に１回） 

〇算定の原則 

　（１）施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険 

医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに 

　　　　応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合（区分番号Ａ０００に掲げる

初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場

合はこの限りでない。）に、提供する保険医療機関ごとに患者１人につき月１回に限り算定す

る。 

　（２）（１）に該当しない場合であって、注１に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た 

す外来機能報告対象病院等（医療法第 30 条の 18 の４第１項第２号の規定に基づき、同法

第 30 条の 18 の２第１項第１号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院

又は診療所として都道府県が公表したものに限る。）である保険医療機関において、他の保険

医療機関（許可病床の数が 200 未満の病院又は診療所に限る。）から紹介された患者につい

て、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況

を示す文書を提供した場合（区分番号Ａ０００に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、

当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。）に、提供する

保険医療機関ごとに患者１人につき月１回に限り算定する。 

　（３）（１）（２）に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医

療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の

保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合（区

分番号Ａ０００に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診

する日の予約を行った場合はこの限りではない。）に、提供する保険医療機関ごとに患者１

人につき月１回に限り算定する。 

　（４）（１）～（３）までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基 
準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された難病の患者に対する医 
療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第５条第１項に規定する指定難病の患者又は 
てんかんの患者（当該疾病が疑われる患者を含む。）について、当該患者を紹介した他の保険 
医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合（区分 
番号Ａ０００に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診す 
る日の予約を行った場合はこの限りではない。）に、提供する保険医療機関ごとに患者１人に 
つき月１回に限り算定する。



- 16 - 

 
 （５）（１）～（４）までのいずれにも該当しない場合であって、注１に規定する別に

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関

から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関から

の求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合（区分番号

Ａ０００に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受

診する日の予約を行った場合はこの限りでない。）に、提供する保険医療機関ごと

に患者１人につき３月に１回（別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医

療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊

娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設

基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患

者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他

の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月１回）に限り算定する。 

　（６）診療情報提供料（Ⅰ）（同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る 

を算定した月は、別に算定できない。 

 〇留意事項 

　（１）連携強化診療情報提供料は、かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能　　　　　　　　　　　　

報告対象病院等（医療法第 30 条の 18 の４第１項第２号の規定に基づき、同法

第 30 条の 18 の２第１項第１号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する

基幹的な病院として都道府県によ り公表されたものに限る。）又は難病若しくはて

んかんに係る専門的な外来医療を提供す る保険医療機関又は産科若しくは産婦人

科を標榜する保険医療機関等と他の保険医療機関 が連携することで、質の高い診

療が効率的に行われることを評価するものであり、他の保 険医療機関から紹介さ

れた患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関等からの 求めに応じ、

患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、患者１人につき 提供

する保険医療機関ごとに１月に１回又は３月に１回に限り算定する。 

（２）診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医　　　　　　　　

療機関に交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。 

ア 患者の氏名、生年月日、連絡先 

イ 診療情報の提供先保険医療機関名 

ウ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容 

エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名 

　（３）必要に応じて、紹介元の保険医療機関が「注１」に規定する別に厚生労働大臣が 

定める基準を満たす保険医療機関であるかを確認すること。 

　（４）「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記 

載すること。なお、予約診療を実施していない保険医療機関については、次回受診す
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 る日を決 めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよい。 

（５）次回受診する日の予約を行った上で、初診時に連携強化診療情報提供料を算定した場 

合は、次回受診時に予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。 

（６）「注５」については、３月に１回に限り算定する。ただし、診療に基づき、頻回の情 

報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場 

合に、 月１回に限り算定する。 

（７）同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い区分番号「Ｂ００９」 

診療情報提供料(Ⅰ)を算定した保険医療機関においては、区分番号「Ｂ００９」診療 

情報提 供料(Ⅰ)を算定した月について、当該患者に対して連携強化診療情報提供料は 

別に算定で きない。 

（８）当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供がわ 

れた場合は算定できない。 
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【こころの連携指導料（Ⅱ）】500 点（月１回、初定算定から１年限度） 

算定の原則 

・施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関において、入院

外の患者であって、こころの連携指導料（Ⅰ）を算定し、当該医療機関に紹介されたも

のに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、

当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する医療機関に対して当該患者に係

る診療情報の文書による提起等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して１

年を限度として、患者１人につき月１回に限り算定する。 

（１）当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、

患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。 

（２）当該患者に対する 2 回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対し文

書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で情

報提供を行う。 

（３）初回診療等における他の保険医療機関への文書提供に係る診療情報提供書（Ⅰ）及び

連携強化診療情報提供書の費用は、別途算定できない。 

（４）必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に関する情報を市町村等に提供

する。 

【施設基準】 

　（１）精神科又は心療内科を標榜する医療機関との連携体制を構築している。 

（２）当該医療機関内に精神保健福祉士が１名以上配置されていること。 
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